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議第５号 

 

   高山市職員の退職手当に関する条例等の一部を改正する条例について 

 

 高山市職員の退職手当に関する条例等の一部を改正する条例を次のように制定するものとする。 

 

  平成２５年２月２７日提出 

 

                             高山市長  國 島 芳 明  

 

 

 

 

 

 

提案理由 

 退職手当を見直すため改正しようとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ただいま 議題となりました「議第９５号 高山市職員の退職手当に関する条例等

の一部を改正する条例について」 ご説明申し上げます。 

 

議案綴りの２７ページをご覧ください。 

 

 

 提案理由としましては、 

国家公務員の在職期間中における不祥事が退職後に発覚したことを契機に、 

退職手当制度の一層の適正化を図り、公務に対する信頼確保に資するため、 

退職後に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認められるに至った者の 

退職手当の「全部」又は「一部」を返納させることができることとするなど、 

退職手当に係る 支給制限 および 返納制度 の見直しを行うため、 

国家公務員退職手当法の一部を改正する法律が平成２０年１２月２６日に公布さ

れ、平成２１年４月１日から施行されたところであり、 

国家公務員退職手当法の改正等に伴い 改正しようとするもの でございます。 

 

 

 

 

２８ページをご覧ください。 

 

防衛省 守屋元事務次官 

利益関係者（「山田洋行」の宮崎元専務）
との在職中の約２００回にもおよぶゴル
フ接待など 
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   高山市職員の退職手当に関する条例等の一部を改正する条例 

 （高山市職員の退職手当に関する条例の一部改正） 

第１条 高山市職員の退職手当に関する条例（昭和３６年高山市条例第１０号）の一部を次のとお

り改正する。 

改  正  前 改  正  後 

附 則 附 則 

１～２１ （略） １～２１ （略） 

２２ 当分の間、２０年以上３５年以下の期間

勤続して退職した者（高山市職員の退職手当

に関する条例の一部を改正する条例（昭和４

８年高山市条例第１９号。以下「条例第１９

号」という。）附則第５項の規定に該当する者

及び傷病又は死亡によらず、その者の都合に

より退職したもの（第１３条第１項各号に掲

げる者を含む。次項において同じ。）を除く。）

に対する退職手当の基本額は、第３条から第

５条の３までの規定により計算した額にそれ

ぞれ１００分の１０４を乗じて得た額とす

る。 

２２ 当分の間、３５年以下の期間勤続して退

職した者（高山市職員の退職手当に関する条

例の一部を改正する条例（昭和４８年高山市

条例第１９号。以下「条例第１９号」という。）

附則第５項の規定に該当する者を除く。）に対

する退職手当の基本額は、第３条から第５条

の３までの規定により計算した額にそれぞれ

１００分の８７を乗じて得た額とする。この

場合において、第６条の７第１項中「前条」

とあるのは、「前条並びに附則第２２項」とす

る。 

２３ 当分の間、３６年の期間勤続して退職し

た者（条例第１９号附則第６項の規定に該当

する者を除く。）で第３条第１項に該当する退

職をしたもの（傷病又は死亡によらず、その

者の都合により退職した者を除く。）に対する

退職手当の基本額は、その者の勤続期間を３

５年として前項の規定の例により計算して得

られる額とする。 

２３ 当分の間、３６年以上４２年以下の期間

勤続して退職した者（条例第１９号附則第６

項の規定に該当する者を除く。）で第３条第１

項に該当する退職をしたものに対する退職手

当の基本額は、同項又は第５条の２の規定に

より計算した額に前項に定める割合を乗じて

得た額とする。 

２４～３２ （略） ２４～３２ （略） 

 （高山市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の一部改正） 

第２条 高山市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例（昭和４８年高山市条例第１９

号）の一部を次のように改正する。 

改  正  前 改  正  後 

附 則 附 則 

１～４ （略） １～４ （略） 
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５ 適用日に在職する職員（適用日に改正前の

高山市職員の退職手当に関する条例（以下「旧

条例」という。）第７条の３第１項に規定する

公庫等職員（以下「指定法人職員」という。）

として在職する者のうち、適用日前に職員か

ら引き続いて指定法人職員となつた者又は適

用日に職員以外の地方公務員等として在職す

る者で、指定法人職員又は職員以外の地方公

務員等として在職した後引き続いて職員とな

つたものを含む。次項及び附則第７項におい

て同じ。）のうち、適用日以後に新条例第３条

中傷病により退職した者に係る退職手当に関

する部分、新条例第４条若しくは第５条又は

高山市職員の退職手当に関する条例の一部を

改正する条例（昭和３６年高山市条例第１０

号）附則第１７項の規定に該当する退職をし、

かつ、その勤続期間が２０年以上３５年以下

（同項の規定に該当する退職をした者にあつ

ては、２５年未満）である者に対する退職手

当の基本額は、新条例第３条から第５条の３

まで及び条例第４４号附則第４項の規定にか

かわらず、当分の間、新条例第３条から第５

条の３までの規定により計算した額にそれぞ

れ１００分の１０４を乗じて得た額とする。 

５ 適用日に在職する職員（適用日に改正前の

高山市職員の退職手当に関する条例（以下「旧

条例」という。）第７条の３第１項に規定する

公庫等職員（以下「指定法人職員」という。）

として在職する者のうち、適用日前に職員か

ら引き続いて指定法人職員となつた者又は適

用日に職員以外の地方公務員等として在職す

る者で、指定法人職員又は職員以外の地方公

務員等として在職した後引き続いて職員とな

つたものを含む。次項及び附則第７項におい

て同じ。）のうち、適用日以後に新条例第３条

から第５条までの規定に該当する退職をし、

かつ、その勤続期間が３５年以下である者に

対する退職手当の基本額は、当分の間、新条

例第３条から第５条の３までの規定により計

算した額にそれぞれ１００分の８７を乗じて

得た額とする。 

６ 適用日に在職する職員のうち、適用日以後

に新条例第３条第１項（傷病又は死亡によら

ず、その者の都合により退職した者に係る退

職手当に関する部分を除く。）の規定に該当す

る退職をし、かつ、その勤続期間が３６年で

ある者に対する退職手当の基本額は、新条例

第３条第１項及び第５条の２並びに条例第４

４号附則第４項の規定にかかわらず、当分の

間、その者の勤続期間を３５年として前項の

規定の例により計算して得られる額とする。 

６ 適用日に在職する職員のうち、適用日以後

に新条例第３条第１項の規定に該当する退職

をし、かつ、その勤続期間が３６年以上４２

年以下である者に対する退職手当の基本額

は、当分の間、同項又は新条例第５条の２の

規定により計算した額に前項に定める割合を

乗じて得た額とする。 
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７ 適用日に在職する職員のうち、適用日以後

に新条例第５条の規定に該当する退職をし、

かつ、その勤続期間が３５年をこえる者に対

する退職手当の基本額は、新条例第５条から

第５条の３まで及び条例第４４号附則第４項

の規定にかかわらず、当分の間、その者の勤

続期間を３５年として附則第５項の規定の例

により計算して得られる額とする。 

７ 適用日に在職する職員のうち、適用日以後

に新条例第５条の規定に該当する退職をし、

かつ、その勤続期間が３５年をこえる者に対

する退職手当の基本額は、当分の間、その者

の勤続期間を３５年として附則第５項の規定

の例により計算して得られる額とする。 

８～１０ （略） ８～１０ （略） 

 （高山市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の一部改正） 

第３条 高山市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例（平成１５年高山市条例第９号）

の一部を次のように改正する。 

改  正  前 改  正  後 

附 則 附 則 

（その他の経過措置） （その他の経過措置） 

第３条 （略） 第３条 （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 当分の間、４４年を超える期間勤続して退

職した者で高山市職員の退職手当に関する条

例第３条第１項の規定に該当する退職をした

ものに対する退職手当の基本額は、同項の規

定にかかわらず、その者が同条例第５条の規

定に該当する退職をしたものとし、かつ、そ

の者の勤続期間を３５年として同条例附則第

２２項の規定の例により計算して得られる額

とする。 

３ 当分の間、４２年を超える期間勤続して退

職した者で高山市職員の退職手当に関する条

例第３条第１項の規定に該当する退職をした

ものに対する退職手当の基本額は、同項の規

定にかかわらず、その者が同条例第５条の規

定に該当する退職をしたものとし、かつ、そ

の者の勤続期間を３５年として同条例附則第

２２項の規定の例により計算して得られる額

とする。 

 （高山市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の一部改正） 

第４条 高山市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例（平成１７年高山市条例第３１

号）の一部を次のように改正する。 

改  正  前 改  正  後 

 附 則  附 則 

（経過措置） （経過措置） 

２ 職員が新制度適用職員（職員であつて、そ

の者がこの条例の施行の日（以下「施行日」

２ 職員が新制度適用職員（職員であつて、そ

の者がこの条例の施行の日（以下「施行日」
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という。）以後に退職することによりこの条例

による改正後の高山市職員の退職手当に関す

る条例（以下「新条例」という。）の規定によ

る退職手当の支給を受けることとなる者をい

う。以下同じ。）として退職した場合において、

その者が施行日の前日に現に退職した理由と

同一の理由により退職したものとし、かつ、

その者の同日までの勤続期間及び同日におけ

る給料月額を基礎として、この条例による改

正前の高山市職員の退職手当に関する条例

（以下「旧条例」という。）第３条から第５条

の２まで、第６条の３、附則第２２項から第

２４項まで及び附則第２６項から第２９項ま

で、附則第９項の規定による改正前の高山市

職員の退職手当に関する条例の一部を改正す

る条例（昭和４８年高山市条例第１９号。以

下この項及び第４項において「条例第１９号」

という。）附則第５項から第８項まで並びに附

則第１０項の規定による改正前の高山市職員

の退職手当に関する条例の一部を改正する条

例（平成１５年高山市条例第９号。以下この

項及び第４項において「条例第９号」という。）

附則第３条第３項の規定により計算した退職

手当の額が、新条例第２条の４から第５条の

３まで及び第６条の３から第６条の７まで並

びに附則第２２項から第２４項まで、附則第

６項、附則第７項、附則第９項の規定による

改正後の条例第１９号附則第５項から第８項

まで並びに附則第１０項の規定による改正後

の条例第９号附則第３条第３項の規定により

計算した退職手当の額（以下「新条例等退職

手当額」という。）よりも多いときは、これら

の規定にかかわらず、その多い額をもつてそ

の者に支給すべきこれらの規定による退職手

という。）以後に退職することによりこの条例

による改正後の高山市職員の退職手当に関す

る条例（以下「新条例」という。）の規定によ

る退職手当の支給を受けることとなる者をい

う。以下同じ。）として退職した場合において、

その者が施行日の前日に現に退職した理由と

同一の理由により退職したものとし、かつ、

その者の同日までの勤続期間及び同日におけ

る給料月額を基礎として、この条例による改

正前の高山市職員の退職手当に関する条例

（以下「旧条例」という。）第３条から第５条

の２まで、第６条の３、附則第２２項から第

２４項まで及び附則第２６項から第２９項ま

で、附則第９項の規定による改正前の高山市

職員の退職手当に関する条例の一部を改正す

る条例（昭和４８年高山市条例第１９号。以

下この項及び第４項において「条例第１９号」

という。）附則第５項から第８項まで並びに附

則第１０項の規定による改正前の高山市職員

の退職手当に関する条例の一部を改正する条

例（平成１５年高山市条例第９号。以下この

項及び第４項において「条例第９号」という。）

附則第３条第３項の規定により計算した額

（当該勤続期間が４３年又は４４年の者であ

つて、傷病若しくは死亡によらずにその者の

都合により又は公務によらない傷病により退

職した者にあつては、その者が旧条例第５条

の規定に該当する退職をしたものとみなし、

かつ、その者の当該勤続期間を３５年として

旧条例附則第２２項の規定の例により計算し

て得られる額）にそれぞれ１００分の８７（当

該勤続期間が２０年以上の者（４２年以下の

者で傷病又は死亡によらずにその者の都合に

より退職したもの及び３７年以上４２年以下
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当の額とする。 の者で公務によらない傷病により退職したも

のを除く。）にあつては、１０４分の８７）を

乗じて得た額が、新条例第２条の４から第５

条の３まで及び第６条の３から第６条の７ま

で並びに附則第２２項から第２４項まで、附

則第６項、附則第７項、条例第１９号附則第

５項から第８項まで並びに条例第９号附則第

３条第３項の規定により計算した退職手当の

額（以下「新条例等退職手当額」という。）よ

りも多いときは、これらの規定にかかわらず、

その多い額をもつてその者に支給すべきこれ

らの規定による退職手当の額とする。 

３～８ （略） ３～８ （略）  

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成２５年４月１日から施行する。 

 （高山市職員の退職手当に関する条例の一部改正に伴う経過措置） 

２ 第１条の規定による改正後の高山市職員の退職手当に関する条例（以下この項において「新退

職手当条例」という。）附則第２２項（第３条の規定による改正後の高山市職員の退職手当に関す

る条例の一部を改正する条例附則第３条第３項においてその例による場合を含む。）及び第２３項

の規定の適用については、新退職手当条例附則第２２項中「１００分の８７」とあるのは、平成

２５年４月１日から平成２６年３月３１日までの間においては「１００分の９８」と、平成２６

年４月１日から平成２７年３月３１日までの間においては「１００分の９２」とする。 

３ 第２条の規定による改正後の高山市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例附則第

５項（同条例附則第７項においてその例による場合を含む。）及び第６項の規定の適用については、

同条例附則第５項中「１００分の８７」とあるのは、平成２５年４月１日から平成２６年３月３

１日までの間においては「１００分の９８」と、平成２６年４月１日から平成２７年３月３１ま

での間においては「１００分の９２」とする。 

４ 第４条の規定による改正後の高山市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例附則第

２項の規定の適用については、同項中「１００分の８７」とあるのは、平成２５年４月１日から

平成２６年３月３１日までの間においては「１００分の９８」と、平成２６年４月１日から平成

２７年３月３１日までの間においては「１００分の９２」と、「１０４分の８７」とあるのは、平

成２５年４月１日から平成２６年３月３１日までの間においては「１０４分の９８」と、平成２

６年４月１日から平成２７年３月３１日までの間においては「１０４分の９２」とする。 


